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受理 

番号 
受理年月日 件      名 請 願 者 紹 介 議 員 要             旨 所管委員会 

１ 令和６年 

６月７日 

地方自治法改正に関

する請願 

亀岡市荒塚町１丁目４-１ 

南丹広域振局内 

 

京都府職員労働租合 

亀岡支部 

支部長 篠塚 和則 

 

 

亀岡市大井町かすみケ丘 

１２-１６ 

 

憲法九条守ろう亀岡の会 

事務局長  原田 貞藏 

 

 

亀岡市余部町上条１３ 

亀岡教育会館内 

 

新日本婦人の会 

亀岡支部支部長 福井 里美 

 

 

亀岡市余部町上条１３ 

亀岡教育会館内 

 

全日本年金者組合亀岡支部

支部長 小川 正 

 

 

大西 陽春 

片山 輝夫 

三上  泉 

（請願の要旨） 

 第２１３回国会で審議されている「地方自治法の一部

を改正する法律案」には、国の地方自治体に対する補充

的な指示の規定が盛り込まれていますが、拙速に進める

ことのないよう求める意見書を採択し、内閣総理大臣、

総務大臣等に提出してください。 

 

（請願の理由） 

現行法では、災害対策基本法や新型インフル特措法な

ど個別の法に規定がある場合に国は地方に指示できる

こととなっていますが、今回の地方自治法改正案では、

個別法に規定がなくても「国が必要な指示をできる」と

するものです。 

２０００年施行の地方分権一括法では、国と地方は

「上下・主従」ではなく「対等・協力」の関係と位置付

け、国の関与は必要最小限に－としました。今回の改正

案はその流れに逆行するなどと、日弁連や全国知事会が

反対や危惧を表明しました。全国知事会は５月１０日、

「憲法で保障された地方自治の本旨や地方分権改革に

より実現した国と地方の対等な関係が損なわれるおそ

れもある。」と提言で指摘しています。 

地方自治の本旨に反し地方分権に逆行する、国の地方

自治体に対する補充的な指示の規定は、拙速に進めない

ことを求めるものです。 

 

地方自治法第１２４条の規定により、上記のとおり請

願書を提出します。 

総務文教 

常任委員会 

 


